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副市長専決

件 名

平成29年度川崎市人権・同和対策生活事業補助金交付決定について（伺い）
予算執行伺書【0018329-000ほか2件】

情報公開用件名

平成29年度川崎市人権・同和対策生活事業補助金交付決定について（伺い）
予算

全一

百|毫彗I IlI1 IK3y9－I川Uしま力】

平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について神奈川県地域人権
運動連合会川崎支部長、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部長及び全日本同和会神
奈川県連合会川崎支部握から交付申請がありましたので、次のとおり補助金交付を決
定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後には、補助金を支出してよいでしょう
か。併せて伺います。

至一管

市民文化局人権・男女共同参画室

市長副市長 副市長 副市長

伊藤 弘

承認
電話27261

文書主任 担任

室長

鈴木陽子
承認

担当係長

中野
承認

担当課長

浅沼
承認

中野

起案

三△

鯛リ岩切仁志

承認
論 誠西村麻美

承認

市民文化局市民生

活部庶務課
局長

鈴木賢
承認

部長

石川正嗣
承認

係長

舘野貴久
承認

課長

吉山博之
承認

五味百合子
~ 承認

二

会計室審査課
会計管理者

山田祥司
承認

室長

山田祥司
承認

担当課長

萩原義徳
承認

係長

萩原義徳
承認

高瀬博章
承認

~

1／1川 崎 市



|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll予算執行伺耆 *001832900042931010*

|（一般） 概算払

291 会計 '01一般会計
2550001 (市)人権男女共園参画薑
’ 現年
031市民文化費
01市民文化費

04人権・男女共同参画費

03人権関連経費

25同和対策事業費

15人権・同和対策生活相談事業補助金

19 1負担金補助及び交付金

25市関連外団体補助金

05人権．同和対策生活相談事業補助金

伝票番号'0018329‐000
年度

所属

予算区分

款

項

目

大事業

中事業

小事業

節

細節

細々節

29年4月 1日

総価契約

自所属契約

なし

起票日

契約形態

契約区分

契約方法

予算配当額

負担行為額

目節残額

8,281,000円

5,690,000円

2,591,000円

億
、
■万

~
~
~
~
~

0円うち消費税相当額

｜ ’
件 名 平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

件
名
等

履行場所

分割回数 回支払予定日

業 種

かし担保

前払金

年 月 日～ 年 月 日

契約保証金 免除入札保証金

前払限度額

垂
心
鉦
へ

、
■

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金780, 000円

概

要

| | I

予定金額
I I

￥ 7 8
I

0 0 0
I

0



業者選定調書
件 名平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 平成29年4月 1日

伝票番号

0018329-000

履行場所

履行期限

執行予算額 780,000円

指名回数
本市実績 （千円） 適

・
不
適

建
退
共

業者

コード

企業

規模

等
級

地

域

前
年
度

今
年
度

業 者 名

前年度契約実績 今年度契約実績

神奈川県地域人権運動連合

会川崎支部
00 0－0 0 0－001

』



|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llllll ll llllllllllll予算執行伺耆 *001833200042931010*

~~~~~|伝票雷号'0018332-000 1概算払（一般）

291 会計 '01一般会計
2550001 (市)人権~男女共同参画薑
' |現年
03市民文化費
01市民文化費
041人権｡男女共同参画費
03人権関連経費
25同和対策事業費

15人権・同和対策生活相談事業補助金

19負担金補助及び交付金

25市関連外団体補助金
05人権。同和対策生活相談事業補助金

年度

所属

予算区分

款
項

｜ 目
|大事業

中事業

小事業

節

細節

細々節

29年4月 1日

総価契約

自所属契約

なし

起票日

契約形態

契約区分

契約方法

予算配当額

負担行為額

目節残額

8,281 ,000円

6,470,000円

1 ，811，000円

円億 万

0円うち消費税相当額

’
件 名 平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

件
名
等

履行場所

分割回数 回支払予定日

業 種

かし担保

前払金

年 月 日～ 年 月 日

契約保証金 免除入札保証金

前払限度額

鉦
小
笠
小 円

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金780, 000円

概

要

予定金額
I I

￥ 7 8
I

0 0 0
I

0



業者選定調書
件 名平成29年度川崎市人権．同和対策生活相談事業補助金交付 平成29年4月 1日

履行場所 伝票番号

0018332-000

履行期限

執行予算額 780,000円

指名回数
本市実績 （千円） 適

・
不
適

者
ドー

業
．

企業

規模

建
退
共

等
級

地

域

前
年
度

今
年
度

業 者 名

今年度契約実績前年度契約実續

部落解放同盟神奈川県連合

会川崎支部
0 0－ 0 0001 0 0－

’

l l l l l l l l l ｜ ｜ ‘



llllllllllllllllllllllllllll||||||||llllllllllllllllllll予算執行伺耆 *001833700042931010*

|伝票善号|0018337-000概算払（一般）

年度291 会計 |01-般会計
所” ’550001 (市)人権~男女共同参画薑
予算区分 1 現年

款 03市民文化費

項 01市民文化費

目 04人権.男女共同参画費
大事業03人権関連経費

中事業'251同和対策事業費
小事業 15人権･同和対策生活相談事業補助金
節 19負担金補助及び交付金

細節 25市関連外団体補助金
細々節051人権．同和対策生活相談事業補助金

起票日 ’ 29年4月 1日

契約形態

契約区分

契約方法

予算配当額

負担行為額

目節残額

総価契約

自所属契約

なし

8,281 ,000円

7,250,000円

1 ，031，000円

億
、
■万

1

1

0円うち消費税相当額

｜ ~
’

件 名 平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付

件
名
等

履行場所

分割回数支払予定日

業 種

かし担保

前払金

年 月 日～ 年 月 日 回

契約保証金 免除鉦
小
笠
小

入札保証金

前払限度額 ■■｜
亜」

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金780, 000円

概

要

予定金額
I I

￥ 7 8
I

0 0 0
I

0



業者選定調書
件 名平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付 平成29年4月 1日

伝票番号

0018337-000

履行場所

履行期限

執行予算額 780,000円

指名回数
本市実績 （千円） 適

・
不
適

建
退
共

企業

規模

業者

コード

等
級

地

域

今
年
度

前
年
度

業 者 名

今年度契約実績前年度契約実績

全日本同和会神奈川県連合

会川崎支部
0－ 0－ 00 0 0001

~



川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について

1 補助目的

同和対策事業の対象者で構成する団体が行う人権・同和対策生活相談事業を行うために必要な経費

に対し補助金を交付することで、相談者の人権擁護及び同和問題など人権意識の普及を図るもの

2補助金交付先

(1)神奈川県地域人権運動連合会川崎支部

（2）部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

（3）全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

｜
■
■

~

~

3補助金交付根拠

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

4補助金内訳（1団体分）

人権・同和対策生活相談事業費 78000()円

5補助金総額（3団体合計）

2， 340， 000円（780， 000円×3団体）

6補助金交付方法

一括して支出

7支出特例

地方自治法施行令第162条第3号の規定により、概算払とするもの

（理由）

補助金交付対象となっている人権・同和対策生活相談事業は、上記2記載の3団体が通年にわた

って実施している事業で年度当初から事業が行われるものであり、また、当該3団体は自主財源が

乏しく、経費の性質上概算をもって支払わなければ円滑な事業の実施に支障を及ぼすため

8補助金指令通知

別紙「補助金交付決定通知書」のとおり



(案1 ）

第2号様式

川崎市指令市人第号

所在地

団体名神奈川県地域人権運動連合会川崎支部

代表者名’

補助金交付決定通知害

平成29年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につ

いて、次の条件を付して、金780， 000円を交付します。

平成29年月 日

川|崎市長 福田紀彦

1 補助金は、 申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が

あります。

4交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その

指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、 当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく

ださい。

※補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、 この補助金交付決定

通知害の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。



(案2）

第2号様式

川崎市指令市人第号

所在地 ’

団体名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

代表者名 ’

補助金交付決定通知書

平成29年4月1日付けで申請のあった川l1奇市人権・同和対策生活相談事業補助金につ

いて、次の条件を付して、金780， 000円を交付します。

平成29年月 日

川崎市長 福田紀彦

1 補助金は、 申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が

あります。

4交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その

指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく

ださい。

※補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、 この補助金交付決定

通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。



(案3）

第2号様式

川崎市指令市人第号

所在地’

団体名全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

代表者名’

補助金交付決定通知書

平成29年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につ

いて、次の条件を付して、金780， 000円を交付します。

平成29年月 日

川崎市長 福田紀彦

l 補助金は、 申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が

あります。

4交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その

指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく

ださい。

※補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、 この補助金交付決定

通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。



川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱

（趣旨）

第1条この要綱は、同和対策事業の対象者（以下「対象者」 という。）で構成する団体

が行う人権・同和対策生活相談事業を行うために必要な経費の一部に対し、予算の範囲

内において川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金(以下｢補助金｣という。）を交付す

るために必要な事項を定めるものとする。

（団体の責務）

第2条団体は、補助事業を行うにあたって市民文化局と緊密な連携を保たなければなら

ない。

（交付対象事業）

第3条団体の行う事業で次に掲げるもの（以下「交付対象事業」 という。）を補助金の

交付対象とする。

（1）対象者の生活に関する相談事業

（2）その他対象者の人権に関する相談事業

（交付の申請）

第4条補助金の交付の申請をしようとする者は、人権・同和対策生活相談事業補助金交

付申請書（第1号様式。以下「申請書」 という。）に次の書類を添付して市長に提出し

なければならない。ただし、年度の途中において事業を開始するときは、その時点で申

請書を市長に提出するものとする。

（1）交付対象事業に係る事業計画書（交付対象事業の経費の配分及び使用方法、遂行に

関する計画並びに交付を受けようとする補助金の算出の基礎を含む｡）

（2）交付対象事業に係る収支予算書

（3） 当該年度の団体に係る事業計画書

（4） 当該年度の団体に係る収支予算書

（5）規約、その他これに類する耆類

（交付の決定）

第5条市長は、 申請書の提出があったときは、 当該申請の内容の審査を行い、補助金を

交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知耆(第2号様式)により通知す

る。

（交付の条件）

第6条市長は、前条の規定により補助金の決定をする場合において、次の条件を付する

ことができる。

（1）補助金は、 申請書に記載された事業以外の経費に使用しないこと。

（2）交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更を除く。）をする場合においては、市長の承認を得るものとする。

（3）団体は、交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受け

るものとする。

（4）交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その

指示をうけるものとする。

（5）団体は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管しておかなければな



らない。

（6）暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「

法」 という。）第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

（7）対象者で構成する団体の代表者（団体の決定権を有する役員等を含む｡）が法第2

条第6号に規定する暴力団員でないこと。

（8）その他市長が必要と認める条件

（申請の取下げ）

第7条申請者は、第5条の補助金交付決定通知書を受けた場合において、 当該補助金の

交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、第5条の規定による交付決定

の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなか

ったものとみなす。

（補助金の交付手続）

第8条第5条の補助金交付決定通知書を受けた団体は、補助金交付請求書を市長に提出

するものとする。

2 市長は前号の請求により補助金を交付する。

（事情変更による決定の取消し等）

第9条市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付対象事

業のうち既に経過した期間に係る部分については、 この限りでない。

（交付対象事業の遂行）

第10条補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された

条件に従い、善良な管理者の注意を持って交付対象事業を行うものとする。

（交付対象事業の遂行の指示）

第11条市長は、交付対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従

って遂行されていないと認めるときは、補助金の決定を受けた団体に対し、 これに従っ

て交付対象事業を遂行すべきことを指示するものとする。

（実績報告）

第12条団体は、補助対象事業完了後に次のものを添えて交付対象事業の実績を報告す

るものとする。

（1）事業報告書

（2）事業収支報告書

（調査の実施）

第13条市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象事業について、団体に

対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。

（是正のための措置）

第14条市長は、交付対象事業の完了又は廃止に係る交付対象事業の報告を受けた場合

において、その報告に係る交付対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合しないと認めるときは、 これに適合させるための措置を取るべきことを補助

金の決定を受けた当該団体に命ずることができる。



2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付対象事業について準用す

る。

（交付決定の取消し）

第15条市長は、団体が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（1） 申請書、事業報告書又は事業収支報告書に虚偽の記載等の偽りその他不正の手段に

より補助金の交付を受けたとき。

（2）補助金を他の用途に使用したとき。

（3）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行っ

た指示又は命令に違反したとき。

（4）第6条第6号及び第7号に該当したとき。

（補助金の額の確定等）

第16条市長は、第12条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の

成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、団体に確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

（補助金の返還）

第17条市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該

取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ

の返還を命ずるものとする。

2 市長は当該団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返

還を命ずるものとする。

（その他）

第18条補助金については、 この要綱に定めるもののほか、川崎市補助金の交付に関す

る規則（平成13年川崎市規則第7号）の定めるところによるものとする。

（委任）

第19条この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。



第1号様式

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

平成 年 月 日

(あて先）川崎市長

申請者

所在地

団体名

代表者名

電話番号

平成 年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請し

ます。

交付対象事業に係る目的

交付対象事業の内容

交付を受けようとする補

助金の額
円

備考

｜ ’



第2号様式

| | |崎市指令第
に。

石一

所在地

団体名

代表者名

補助金交付決定通知言

平成 年 月 日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金

について、次の条件を付して、金 円を交付します。

平成 年 月 日

川崎市長 福田紀彦

1 補助金は、 申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が

あります。

4交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その

指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、 当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく

ださい。

※補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、 この補助金交付決定

通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。



第3号様式

川市人第

平成 年 月

ロ
万
円
門

所在地

名称

代表者氏名 様

川崎市長名

平成 年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の確定について（通知）

平成 年 月 日付けで実績報告のありました川崎市人権・同和対策生活相談事

業補助金につきましては、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

1 補助金交付決定額 円

2補助金交付確定額 円

3 過払いの補助金の返還命令額 円

（異議申し立て）

1 この確定通知書の内容に不服があるときは、確定決定日から起算して14日以内に

通知内容に対する異議申し立てができます。
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(別紙1～l)

平成29年度事業実施計画書

備 考事 業 名月 日

平成29年
裁名 ､狸 膳
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(別紙1～2）

平成29年度事業実施計画書

事業内容

生活、経営、人権、法律など、あらゆる相談を受ける。

支部の相談員、推進員で解決できない問題はしかるべき専門家に相談する。

相談は神権連’ ｜の指導と援助を受ける。

相談活動

B_ーぜ 号享、 塁壁一 ‘｡

“

蝿 詔 ”
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◇2017年度役員の選出(案）

壷ご■瞳矧 ’…理-■■■
◇その他
会貝からの提案

その他

川鏑支部規約。規程

【鐘圏】

第1条 この会は、神奈川県地域人権…合会川鋳麺（路幹神権連川崎支部）と称し、事務所
をjil鋳市内におく．

2，神権連川箇支郁は東部ブロックの活動↓こ連帯します。役員の派遺や困簸な支郁の援助に神権連と
ともに取り組みますbまた支部活動に困薩が生じた場合には神犠連やブロック会遥の指導と援勅を求めま
す。

第2条 この会は、支部規約と支部運勤方針を閲めて、会費を納入するものによって樽成される。
【目的と事集】

第3条 この会の目的は、会員の緯意に基づく返営により同和厨■の簸終仕上げや人…麺に取
り組む

第4条 この会は、前条の目的達成のために次の事業に取り鑓むo
1．要求を基礎にした運勘を組織し、市民融合を促進させる活動。
2.基本的人椎の猿立を実現する活働。

3，■査、資料収集、敏青・宣伝活戯。

4．民主蔵団体との悩力共同の宿動。

5．その他目的逮成のための活動。

【“】

一色－

~
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部落解放闘認神議州凝蕊含裳纈約

蕊：識総識

蕊I蕊蕊会麟雛鶏騨鍍鐵蕊灘認I嶬蕊叢譲懲燕し、率認霧蕊蕊鴬嘩蕊爾鍾議く・
譲驚譲蕊議憾識篭溌職繍溌轆鍵寒灘熱驚鈴鎭獅灘藻鯨露蕊灘蕊。翼鍾人懸簿総立さ競麓震

瀧弦会錬羨凝篭懸議幾塁鍾蕊懲鋤鍾零驫鯵

蕊禽薙謬裳懲溌築鯵蜜篭蕊達惑簿馨麗鱗曝雛篭瀦郷驚麓灘慧熱識落艤鶴・灘落塞識護瀞麓鱗
載る麓義錨爽譲鰯縛驚議霧、率裳織、縛識i擦鈎鱗織蕊鶯織藩遼灘懲鐘欝畿簿熟議灘、
蕊瀧鍾鶴う簿べ驚錘人び鍾鍾鯵麓鍔愛織蕊噂謬 卜
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蕊豊蕊圃溌蕊

蕊4譲拳識鯵鎖讃ゞ規緯遼承認し、 『漉蕊慧識嬢麓』鱗拳綴灘識豊鷺“率議腫職ハツ霧灘薙繊
蕊･謬落瀧鐵蓄童濁溌蕊蓮蒙患。，瀧溌蕊鍵鍵麓』繊灘懲麓鍵議無

蕊黛譲闘駕篭感、率叢鋳麓懲渋麓蕊識簿識鍾霧驚誹、磯磯愛懲簿、蕊蕊蕊蕊職謬篭鯵患簿議”
繍蕊識獄蕊蕊簾蕊譲《蕊、鶏欝韓叢譲鶯織韓寒裳鰯識渋麓鷺懲識〆謹厳麓滅蕊驫懲い・

~

蕊怠箪総総

蕊騒築率慧鱒縄鍵鍾蕊鍵激震熱雷霧域、蕊灘織熱藩鷺蕊鐘と鷲懲悪鍾鴬蕊毒鐘鯵鴛、灘懲麓
繊霧鎮総蕊難瞳し麓謬っ鷺1蝿《麹撞鍛鰄撫錬癖蕊懲篭嬬鍾鷺鵜織箪謬蕊錘愈蕊幾鯵

‘ 鍵し、銀識蕊織駕篭麓つい簿惑、鶴識錫雛鶏麓蕊鍾鍾鶏鷲蜜灘篭繊灘零謬驫鍾簿簿凄
驫魚議麓、漁瀧蕊素懲鰯織篭鍾識い萱鶏率識驚蕊部を縄織簿霧蕊と濠蓬慧篭錘鐘鯵潟
念懲、率議驚鯵譲議決憲鍾寧畿謬雛鯵蕊議幾蕊箪篭・

蕊？蕊董溌蚤鵜織該驫鐙灘・灘曝黛鏡畿震灘鎮繕蕊難繊し蕊麓義篭蕊鶴窺繕・蕊灘鍵篭簿．
賓識綾農懲簿警添識鍾凝議§し:電篝蕊渋麓し驚鱈鐘雷、零察窯識鍾鍵騨i鎮織議議識鍔轟蕊
蓮篭蕊慧響．

鶏爵蕊爽離職溺腫潔鱗麓蕊識蕊熱螺よ騒率識叢議驚鵜藻零霧驚鱒虞欝懇灘鍵欝窺溌懲爽舎漣
鈴い鷺溌鐙奪幾°

＝熱き…



蕊9蕊蕊鞠發い鐘つ厳繊鍵蕊漣薄滅、篭鯵瀧騒腫蕊蔽暴率議鯵蕊綴蕊蕊繊繊鐘際重難畷蕊議
議識溌峨鶏驫無灘驚霧謬鐘議麓繍…蒲鞠縛羅繕い篭篭識鹸蕊鶴瀞轟鶏鰯震賦蒲鞠繍磯
識叢を鐙ﾘﾂ響急と瀞簿譲馨。

第4章溌騨

瀞，蕊率叢腫誕鯵溌鶴逢溌く

1 ．大会

霞．蕊霞銭

霧“執撮鍵蕊会

：4．鱗識蕊震幾

蕊1爆大裳懲率会鋤霞議淡議織鶴蓬識つ‘篭、譲講鍵農簔:纏議慧線篭鍵綴懲鯨織鴬腫篭と謬霧
篭鍾1懲織行溌蕊擬鰯籍蕊謬鞠。

蕊溌蕊義霞叢簿灘饗と譲鋳驚淡麓&撫鶴霧、蕊麓懲蕊離鏡勇鐙鍾；蕊上簿決議蕊鱗繊媛麓購

ぶり大会篭鏑求し蕊蕊霊感、懸鍔六余溌繍蕊し葱蒙縦感議驫蕊い、

蕊繼蕊太会憾鶴褒識薄驫懇懇惑識麓鍵譲麓蕊蕊率識機蕊慧篭．篭撫錨簿畿繊

蕊灘蕊代議儀敷及び選出藤講懲蕊蕊叢驚淡溌簿轟繍

鍾､、大鐙韓代議鐵裟鐙灘鐵鱗鱗蕊雛謬灘撫簿轟懲篝劉譲繍蕊蕊轟鰯鴬簿、識嫌鍵蕊

会の承繍蚤鶴篭代議農畿溌戦謬驫墓と瀞譜響轟蜜

鶏鴻鶴大議蹴織議蔑瀧数驚鍛鯵蕊賊撫鰯惑篤麓叡謬賎重慧蕊繊武裳錫議議蕊鱈鍾大鐙鶴鱗農

鱒過奉数繕賀成腫よ”て渋該警鐘潮謹鰯歎鯨蕊禽鍾議蕊謬溌簿幾鯵人蕊織饗嬢鍵鯵蕊

霧逢蕊麓、濯灘憲蕊、警の鍵難蜜議鱗蕊蕊繊態電霧議決露し、灘腫篤織る徽蕊蕊寒鎮

露腫蟇蒙慧率雛鐙鶴警懲鎚慧霧．

耀し、率議俊農鯵職蕊劇嬢簸繊轟鳶こる漣よ驫懸

蕊鴻畿蕊蕊鐙懸愈裳鰹灘蕊淡溌瀧鶏簿蕊謬蕊議蕊4蕊灘上、執霧霧蕊鶴蕊蕊蕊蕊蕊鱗

鍾し、裁行譲費鍛簿蕊蕊と蕊鋒鷺決顛嘩簿鶏含、裁慈嫁霊蕊総数鯵恩識鯵~I鉱上鯵講

薫簸蕊動麓鰯欝艤蕊辮漸腫饗蟻磯驚鶏麓蕊購鋼域議驫穂い聯

蕊17蕊裟農会織蕊雛微震蕊篭っ蓬繧議し、蕊鎮定識鯵鶏寧識賦撫鯵灘篤腫惑溌蟻童し懲畳鯨

議蕊憾霧露講議蕊鍾懲率数鍾議蟻腫よ蜜篭渋簿驫亀篭鯵渋薫蕊嬢隠奮い寵鐵爽鐵堂認

して費綴遼蕊う篭鐘と蒙謬懲鶴蕊叢識蕊翼鯵欠蕊篭繍蕊載霧逼とが驚霧議蝋

纒贈、鱗凝議蕊・叢議溌鐙蟻議淡懸を奮鳥懸聴鰯

鼻

…礎.琴…
鍬.？



蕊郷築執行義議叢懲＊銭鰯熱衛磯鯛語義議驚執穣蕊震鶴・識執行叢貴蕊、霧議驫・ :篝熊澱蕊￥

財務譲蕊鐙｡識簿婆翼、嬢瀞蕊蕊農驚も謬て鶴鱗し、鱗蕊鍾鐺曝識衛鍵震蕊瀞繍溌鐘

施畿繕蕊零畿．執行蕊震鯵璽麹ごぶ蕊蕊綴毅簿鍵鐙溌懲織驫迄麓簿凄患嘩

蕊i9譲執霜鍵麓養鯵鶴鍾鯉響鶏鶏職漆譲鶏鶏鶴繕蕊鍵畿競謝ﾂ懲謹と麓拶畿驫鰯慧溌懲蕊鰯

鶴麓篝蕊叢鞠溝灘蕊麟識簿謹篭議鎌溌鴬隙蟻黛愛霧議簿義鍵蕊潔溌懲簿懇蝋

蕊灘譲熱萄譲農幾総武余激憲義駕識鯨議淡篤鷺義行蜂、そ鰺執行露薮雛て感大会蕊び議蕊裳

屡剰して質任驚蕊誓懲

侭し、繁懲謬鎮懲薮灘鷺総審議し執講噂霧墓蓮麓雷慧議織

蕊識議識剰蕊蕊叢聴綴劉議溌鍵・識溌幾鶯畿遥謬籏繊鱗い灘蕊謹鱈鰹鷺緩識蕊蕊蕊灘溌艤

繕蕊慧愚蕊

総制羨震議懲率裳韓議篭蕊蕊溌鯵識溺驫磯蟻､事会鱒蔑総蕊謬繍縄溌憲腫鎮嬢欝溌篭

為篝量霧麓蜂、警議鍾鋪零驫嬢鴬懲淡慮膳、大謹麗憲譲農会鍾霧議し灘織蕊感蕊驫蕊

い懲葱お、総瀞饗農叢鰯慧議瀧鶯鏡鋤威溌鱈瀧繊訟

蕊溌桑会計驚鶯銭本窯鯵会驚蕊瀧繊鑿鶴、羅蕊鯵譲篭驚行“麓戟溌大裳麗議鶯零議篭鰯鍾

鐵驫．

蕊5蕊率部鐙蕊
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露熊鶏霧溌懲鰯職蕊議簿懲鐙灘欝需露蔑慰戦術譲蕊蕊篭繍綴し、率蕊蕊灘避繊溌い露認鰯識識鶴“鱸癖議癬簿

驫。

籍講溌幾織篝議農を轤懐診、議磯慧譲鍍蕊畿鍾蓉織蓮麓慧鍵蕊する蕊

熟議叢翼蕊織率会鰯会議塗篭諺、寒叢繊溌蕊鶴懲を熟鍵謬驫懲

難行婆震I葱執行羨翼裳鯵職蕊篭鐙掌響熟懲

蕊蕊懲菱蕊会健識餓患譲渋議鷺溌叢慧鴇・

繊制鍵議蕊溌謬繊識譲霞溌率叢鰺総鍵譲薬篭鵜溌零愚総

露溌麓謡敷本会鯵裳謙譲蕊鑿蕊篭零畿騨

蕊蕊議綴農鯵儀鶴灘溌々蕊鱸灘灘淡議議で患薯蕊霞

綴し、蕊緩織鍵蕊鴬議い嫌

蕊鱗議養鶏畿鯵決懲緯鎮域鰯濁驚鍵鱗欝驚蓬鍾灘霧溌熱 ~

嬢濁織率会の蕊雲霧鎮鍾蜜奪識霧蕊蕊識鎌鋳織篭露膨鴛織霧零篭篭霧と噂懲織

第8蕊会談

蕊議築率会鯵経費簿会蜜“蕊蕊噸譲鐙。霧舗鐙歎悪遥鯵総鋤吸入露ぶつ篭款戴蕊霞簿

銭費鯵調譲菱議裳鎌議決腫蕊謬冨露鯵慧識

蕊識築泰裳の予翼溌憲淡騨懲索叢鍾議蕊を婆簿轟蕊

蕊瀦議率裳鱒会鱗難磯職、 鼻罵;蕊薄驫蕊露錘黛黛巍騒籔雷蓮零暴懲

綴し、そ鯵蕊繊識議露鐵鍵瀞綾麓蕊寅識議驚撚蕊鶴蹴、識簿幾鍵叢鯵議鷺議

鱗議灘隙鋲域蕊麓予蕊驚講瀞轟鑪鐘簿驚蕊驫繍

識簿幾鍵叢鯵議鷺識鴛

鵠

蕊蕊霧

蕊？蕊~規蕊

蕊識藻率会鯵篭慧葱溺潰し亀規鐸這蕊磯し、繕織鯵溌麓腫鍵鯵穂も嘩鱒祷灘蕊畿鶏鶴麓鐵蕊

率会鯵統劉委蕊簔簿霧董鈴議え議幾、織繕繍議、溌刺簿進、役職繧止、蕊篭警鯵総鯵

懲分を行い、蒙麓蕊灘する驫鍾蒙蓬慧惑箪

鐘し、溌名処懲腫つい篭騨零舞凝議霧議会鍾譲議し、耀認遣覺鰄懲厳鑓滅葱患聴い蝋

葱識、潅蕊停止懲役職鯵蕊鍵鐙灘豊露驚溌麓峯夢湯。

蕊議蕊規鍾蕊反簿嬢書鶴憲逢餐鹸灘蓄簿率譲鯵鰯麓織寒叢鱗羅劉護蕊裳鱈対し嬢雷零篭嬢迄

が驚霧識．職蕊、鰈篭鶴離鯵凝議鍾窯惑更鯵淡溌燃、零鍵綴瀬蕊蕊議鷺溌溌欝鶏蕊

…葱驚…



蕊篭章付溌

鶏鱸議寒鏡繍曝六鍵簿識い鷺撫籍i壗灘蕊爽繋縛磯鍵鯵懲溌鯵霞以上韓鍵鰯簿蕊溌誕§鍾毅蕊覇慧

愚と厳藩凄難い灘

零参鎮撫鯵繍撮蕊慰灘戦術幾蕊裳蕊漸叢驫叢ご決麓聯驫篭鯵蓬簿議．

謹規繕鑑率雛蕊瀦腫蕊零蕊篭鯵遥蕊劉慰議雛鏡繕織率規鞠渥準じ麓篭錘鐘零議簿

議識蕊

篭認譲

蕊鐸桑 寒規繊織大識蓬渋簸憲識患鍾織鋳鍾熱方避発欝患鰯
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<蕊X号様式）

黙鱗爾人権・繍和対策生溌総議霧蕊補助金交付申請藩

平成2翻薙4月1蘭

州崎市長 福醗紀彦襟

’単請脅住溺

溌俸籍全国本綱纐会神蕊)II蟻連合会ノ| |崎支識

代表籍"名

平成23年震の標記補助金の交付を受#すたい”で、関係篝類を添えて識のとおり申請し患す。

憾榊擬蕊へ鎌灘しい理解と認識『人権攪謝こよる被害認等似》解

決をばかるとともに、民主篭蕊社会鱒鍵認こ寄与することを胤的
とする、

交付対象事業{こ係る目的

~~~~~

職域綴

業、教

蒙啓蕊

教

凝鋤闘鴬と社会的、綴演釣地絞ｻ》向上及謬婚鱸、就職職

育等錘すべて”藻馴を撤廃し蕊溌釣繍見を打破寸騒為'〕露
宣伝活動を行なう。

交付対象蕊業”内容 燕縫溝、家羅、就職、識脅、羅営総談簿を受け篭。

交付を受けようとする補助
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交付対象事業における収支予算書

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

算出根拠支出内訳収入内訳

16,250円/月×12ケ月×4名生活相談員人件

費

川崎市人権・同

和生活相談事業

補助金

780， 00（） 780， 000

△、 計ロ合計 780， （）00780， 000
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規 約

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部



全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

第1章総 則

（名 称）

第1条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部と称する。

（事務所）

第2条 本会は、事務所を神奈川県川崎市に置く。

第2章目的及び運動

（目

第3第3

的）

条 本会は、同和問題の完全なる解決をはかるとともに、民主主義社

会の建設に寄与する事を目的とする。

（運 動）

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を基本としてその

年々の情勢に即応した必要なすべての運動を行う。

（1）社会的施設の拡充、産業経済の伸長、教育文化の向上、生活環境の

改善及び啓発活動の樹立とその実行を強力に推進する。

（2） 地域住民の自覚と、社会的、経済的地位の向上をはかる。

（3）婚姻、就職、職業、教育社交等のすべての差別を撤廃し、差別的偏

見を打破するための啓発宣伝活動を行う。

第3章組 織

（会 員）

第5条 1．本会は、全日本同和会の綱領及び規約並びに本会の規約に賛同す

る神奈川県川崎市内の同志を会員として組織する。

2．他都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を

本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会

神奈川県連合会にその取扱いを一任する。

伽入団体）

第6条 本会は、全日本同和会神奈川県連合会に加入し、その下部組織と

なる。



(活 動）

第7条 本会は、 この規約の定めるところにより決定した方針及び決議に

基づき活動する。

（相互協力）

第8条 本会は、全日本同和会が主催する会議、研修会等に出席して研さ

んを高め、各都道府県連支部同和会の同志と交流を深めるとともに

関係機関との相互協力をはかる。

第4章機 関

(機関の種類）

第9条 本会に次の機関を置く。

（1）総会

（2）役員会

（3）青年部

（総 会）

第10条 総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を審議決定ある

いは承認を行う。

（1）運動方針及び活動状況

（2）役員の選出

（3） 予算及び決算

（4）規約の改正

（5） その他重要な事項

（総会の招集）

第11条 総会は、本会役員及び会員をもって構成し、毎年1回支部長がこ

れを召集する。ただし、役員会が必要と認めた場合、又は本会所属

会員の過半数以上から請求があった場合は、支部長は1ヶ月以内に

臨時総会を招集しなければならない。

（総会の成立）

第12条 総会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

（総会の議決）

第13条1総会の議決は、規約の改正を除き、出席者の過半数の賛成を必要

とする。

ただし、可否同数の場合には議長の決するところによる。

2規約の改正は、出席者の3分2以上の賛成を必要とする。



（役員会）

第14条1役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会で決定した事項の執

行、その他本会の事務の執行に関する事項について議決する。

2役員会は、支部長及びその他役員をもって構成する。

3役員会は、必要に応じて支部長が招集し、役員の過半数の出席を

もって成立する。

4役員会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数の

場合には、支部長の決するところによる。

（青年部）

第15条 青年部は、青年部長その他青年会員をもって構成し、必要に応じ

て青年部長が召集する。

（議事録）

第16条1総会及び役員会の議決については、次の事項を記載した議事録を

作成しなければならない。

（1） 開会の日時及び場所

（2） 出席者数

（3） 議事の経過概要及び結果

2議事録には、出席者のうちから支部長が指名した者が署名するも

のとする。

第5章役員等

（役 員）

第17条 本会に次の役員を置く。

（1）支部長 1人

（2）事務局長 1人

（3）青年部長 1人

（4）会 計 若干名

（5）監 査 2人以内

（役員の選出）

第18条 役員の選出は、総会においてはかる。

（役員の職務）

第19条1支部長は、本会の事務を統括し、本会を代表する。

2事務局長は、支部長を補佐し、事務管理及び組織の強化、拡大を

統括する。



3青年部長は、青年部の活動を指導し組織行動の充実化を計る。

4会計は、本会財務基盤の確立と運用について支部長を補佐する。

5監査は、本会の会計及び業務の執行状況と監査する。

（役員の任期）

第20条1役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。

2補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3役員は、その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、

なお、その職務を行う。

（顧問及び相談役）

第21条1本会に顧問及び相談役を若干人を置くことができる。

2顧問及び相談役は、役員会の同意を得て支部長が委嘱する。

3顧問及び相談役は、支部長の要請により役員会に出席し、意見を

述べることができる。

第6章権利及び義務

（会員の権利）

第22条 会員は、 この規約のもとで平等であり、次の権利を保有する。

（1）総会における表決権

（2）役員の選挙権及び被選挙権

（3）総会における意見の陳述及び質問

（4）臨時総会開催の請求権

（5）本会からの退会

（会員の義務）

第23条 会員は、次の義務を負う。

（1）この規約及び本会が決定した事項の遵守と履行

（2）会費の納入

（3）機関紙の購読

（4）全日本同和会及び本会が主催する各大会への参加

（会員の入会）

第24条1会員の入会手続きについては、本会で行うものとし本会は6ケ月

毎に全日本同和会神奈川県連合会事務局へ報告するものとする。

2都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本

部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会

神奈川県連合会にその取扱いを一任する。



第7章会 計

（会計年度）

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ

る。

（財 源）

第26条 本会の経費は、次にかかげるものをもってあてる。

（1）会費

（2）補助金

（3）寄付金及びその他収入

（会 費）

第27条 本会の会費は、役員会で定め総会にはかる。

（予算決算）

第28条 本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。

第8章補 則

（役員会への委任）

第29条 この規約の定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は

役員会で定める。
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代表者名

平成29年度役農鵜簿

役職鵜 I 氏 名 電 謡瀞住

支部長

~ ~~~~~~~~~~事蕊潟畏

青年部長

総談役

~~~~~~~~
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行
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日

日
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3月31日

3月31日 ~渓莪区召一一印

副市長専決

件 名

平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の交付額の確定について（伺
い）

情報公開用件名

平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の交付額の確定について（伺
い）

平成29年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金について、次のとおり交付
額を確定してよいでしょうか。

杓

主管

市民文化局人権・男女共同参画室

副市長 副市長 副市長 市長

伊藤 弘

承認
電話27261

文書主任 担任

室長

浅沼 誠
承認(代）

担当課長

浅沼
承認

岩切仁志

承認
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起案
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市民文化局市民生

活部庶務課 部長

石川正嗣
承認

係長

舘野貴久
承認

課長

青山博之
承認

局長

鈴木賢
承認

酒井裕之
承認

一
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1／1川 崎 市



川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金の交付額の確定について

1 補助金交付先

(』, ｜
神奈川県地域人権運動連合会川崎支部

(2）

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

（3）

部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部

補助金交付根拠

川|崎市人権・同同

2

和対策生活相談事業補助金交付要綱

補助金交付決定額

2， 340， 000円 （総額）

3

※ 1団体分： 780， 000円（人権・同和対策生活相談事業費）

補助金交付確定額

2， 340， 00 （）円 （総額）

※ 1団体分： 780， 000円（人権・同和対策生活相談事業費）

4

なお、補助金交付確定通知については、補助金交付決定額と確定額が同額※

のため、省略いたします。
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